
条 例

�愛媛県条例第２９号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２９年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第１６条 県民税の所得割の納税義務者が、法第３２条第１３項に規定す

る特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計

算の基礎となつた特定配当等の額について法第２章第１節第５款

の規定により配当割額を課された場合又は同条第１５項に規定する

特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金

額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金

額について同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課され

た場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の

２を乗じて得た金額を、その者の第１３条から前条までの規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとする。

附 則

（上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例）

第９条の２ 省略

２ 前項の規定のうち、法附則第３３条の２第２項に規定する特定上

場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の

納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年

の翌年の４月１日の属する年度分の県民税について当該特定上場

株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載のある法第３２条第１３項に規定する特定配当等申

告書を提出した場合（法附則第３３条の２第２項各号に掲げる場合

を除く。）に限り適用するものとし、県民税の所得割の納税義務

者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配

当所得について第１２条及び第１３条の規定の適用を受けた場合に

は、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株

式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用し

ない。

３ 省略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例）

第１０条 省略

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第１６条 県民税の所得割の納税義務者が、法第３２条第１３項の申告書

に記載した特定配当等に係る所得の金額の計

算の基礎となつた特定配当等の額について法第２章第１節第５款

の規定により配当割額を課された場合又は同条第１５項の申告書

に記載した特定株式等譲渡所得金

額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金

額について同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課され

た場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の

２を乗じて得た金額を、その者の第１３条から前条までの規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとする。

附 則

（上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例）

第９条の２ 省略

２ 前項の規定のうち、法附則第３３条の２第２項に規定する特定上

場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の

納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年

の翌年の４月１日の属する年度分の県民税について当該特定上場

株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載のある法第３２条第１３項に規定する申告書

を提出した場合

に限り適用するものとし、県民税の所得割の納税義務

者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配

当所得について第１２条及び第１３条の規定の適用を受けた場合に

は、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株

式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用し

ない。

３ 省略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例）

第１０条 省略
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２ 省略

３ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その

基因となる土地の譲渡等が平成１０年１月１日から平成３２年３月３１

日までの間に行われたものについては、適用しない。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 昭和６３年度から平成３２年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定

する土地等をいう。以下この条及び附則第１５条第２項において同

じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条及び附則第１５条第２項において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡

所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において

同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

�・� 省略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３２年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第２項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規

定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民

税の所得割について準用する。

３ 省略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る県民税の課税の特

例）

第１６条の５ 省略

２・３ 省略

４ 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の条約適用配当等申告書（

県民税の納税通知書が送達される時

までに提出された租税条約等実施特例法第３条の２の２第７項各

号に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）に前項の

規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（条約適用配当

等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市町長が認めるときを含む。）に限り、適用する。ただし、同

条第７項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事

項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当

であると市町長が認めるときは、この限りでない。

５ 省略

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用があ

る場合（第３項の規定の適用がある場合を除く。）における第１６

条の規定の適用については、同条中「又は同条第１５項」とあるの

は、「若しくは附則第１６条の５第３項に規定する条約適用配当等

（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の同条第４項に規定する条約適用配

当等申告書

にこの条の規定の適用を受け

２ 省略

３ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その

基因となる土地の譲渡等が平成１０年１月１日から平成２９年３月３１

日までの間に行われたものについては、適用しない。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 昭和６３年度から平成２９年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定

する土地等をいう。以下この条及び附則第１５条第２項において同

じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条 において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡

所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において

同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ当該 各号に定める金額に相当する額とする。

�・� 省略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成２９年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第２項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規

定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民

税の所得割について準用する。

３ 省略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る県民税の課税の特

例）

第１６条の５ 省略

２・３ 省略

４ 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の法第４５条の２第１項の規定による申告

書（その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時

までに提出されたもの及びその時までに提出された法第４５条の３

第１項の確定申告書を含む 。）に前項の

規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告

書 にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市町長が認めるときを含む。）に限り、適用する。

５ 省略

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用があ

る場合（第３項の規定の適用がある場合を除く。）における第１６

条の規定の適用については、同条中「又は同条第１５項」とあるの

は「若しくは 附則第１６条の５第３項に規定する条約適用配当等

（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の法第４５条の２第１項の規定による

申告書（その提出期限後において県民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第４５条

の３第１項の確定申告書を含む。）にこの条の規定の適用を受け
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ようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する

事項の記載がある場合（条約適用配当等申告書にそれらの記載が

ないことについてやむを得ない理由があると市町長が認める場合

を含む。）であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計

算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号）第３条の２の２第１項の規定及び法第２

章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、又は法第

３２条第１５項」とする。

（自動車取得税の非課税）

第２２条 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自

動車運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路

線の運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当

該取得が平成３１年３月３１日までに行われたときに限り、第３４条第

１項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車

取得税を課さない。

�～� 省略

（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２ 省略

２ ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動

車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。以下この条において同じ。）（車両総重量（道

路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量をいう。以下こ

の条において同じ。）が２．５トン以下のバス又はトラックであつ

て、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

のに限る。）で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条第１項

に規定する新規登録又は同法第６０条第１項後段の規定による車両

番号の指定（同項に規定する検査対象軽自動車に係るものに限

る。）をいう。以下この条において同じ。）を受けるものの取得

（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定の適用があ

る場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の

税率は、当該取得が平成３０年３月３１日までに行われたときに限

り、第３５条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの

項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は

前項に定める率に１００分の２０を乗じて得た率とする。

� 次のいずれかに該当すること。

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係

る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下

この条において「排出ガス保安基準」という。）で地方税法

施行規則で定めるもの（以下この条において「平成３０年ガソ

リン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物

の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化

物の値の２分の１を超えないこと。

イ 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において「平成

１７年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒

素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める

窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第

４９号）第８０条第１号イに規定するエネルギー消費効率（以下こ

ようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する

事項の記載がある場合（これらの申告書 にそれらの記載が

ないことについてやむを得ない理由があると市町長が認める場合

を含む。）であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計

算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等実施特

例法

第３条の２の２第１項の規定及び法第２

章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、又は法第

３２条第１５項」とする。

第２２条 削除

（自動車取得税の非課税）

第２２条の２ 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自

動車運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路

線の運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当

該取得が平成２９年３月３１日までに行われたときに限り、第３４条第

１項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車

取得税を課さない。

�～� 省略

（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２の２ 省略
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の条において「エネルギー消費効率」という。）が同法第７８条

第１項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業

者等の判断の基準となるべき事項を勘案して地方税法施行規則

で定めるエネルギー消費効率（以下この条において「基準エネ

ルギー消費効率」という。）であつて平成２７年度以降の各年度

において適用されるべきものとして定められたもの（以下この

条において「平成２７年度基準エネルギー消費効率」という。）

に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等

を受けるものの取得（法附則第１２条の２

の４第６項から第１２項まで又は前項の規定の適用がある場合の自

動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当

該取得が平成３０年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及

び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の

適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定

める率に１００分の２５を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

２ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条

の規定による登録又は同法第５９条の規定による検査（同条第１項

に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下

この条において同じ。）を受けるものの取得（法附則第１２条の２

の５第６項から第１１項まで の規定の適用がある場合の自

動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当

該取得が平成２９年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及

び前項 の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の

適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項 に定

める率に１００分の２０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法附則第１２条の２の２第２項第３号に

掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同

じ。）

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガス

に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準

（次号において「排出ガス保安基準」という。）で地方税

法施行規則で定めるもの（以下この条において「平成１７年

ガソリン軽中量車基準」という。）に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法

律第４９号）第８０条第１号イに規定するエネルギー消費効率

（以下この条において「エネルギー消費効率」という。）

が同法第７８条第１項の規定により定められるエネルギー消

費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案

して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費効率（以下

この号において「基準エネルギー消費効率」という。）で

あつて平成３２年度以降の各年度において適用されるべきも

のとして定められたもの（以下この条において「平成３２年

度基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の１１０を乗

じて得た数値以上であること。

イ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下

この条において「車両総重量」という。）が２．５トン以下の

バス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成２７年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この条において「平成２７年度基準
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ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号 に掲げる自

動車に該当するものを除く。以下この条 において同じ。）

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に

おいて「平成３０年軽油軽中量車基準」という。）に適合

すること。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に

おいて「平成２１年軽油軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１

年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質

の値の１０分の９を超えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

エネルギー消費効率」という。）に１００分の１２０を乗じて得

た数値以上であること。

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法附則第１２条の２の２第２項第３号に掲げる自

動車に該当するものを除く。次項及び第４項において同じ。）

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において

「平成２１年軽油軽中量車基準」という。）に適合するこ

と。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中

量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の

９を超えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が７．５トンを超えるバス又はトラックのうち、
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次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に

おいて「平成２８年軽油重量車基準」という。）に適合す

ること。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平成２２年

１０月１日）以降に適用されるべきものとして定められた

排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以

下この条において「平成２１年軽油重量車基準」とい

う。）に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排

出量が平成２１年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び

粒子状物質の値の１０分の９を超えないこと。

� 省略

４ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前２項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成３０年３月３１日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の４０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において

「平成２８年軽油重量車基準」という。）に適合すること。

� 省略

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平成２２年１０

月１日）以降に適用されるべきものとして定められた排出

ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この

条において「平成２１年軽油重量車基準」という。）に適合

すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量

車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。
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る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成３２年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この条において「平成３２年度基準

エネルギー消費効率」という。）に１００分の１２０を乗じて得

た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

� 石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として用い

る自動車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。以下この条において同じ。）のう

ち、次のいずれにも該当する乗用車で地方税法施行規則で定め

るもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において

「平成３０年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において

「平成１７年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

５ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前３項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成３０年３月３１日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の５０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の５第６項から第１１項まで又は前項 の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成２９年３月３１日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の４０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ 車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラックのうち、次
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ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中

量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の

９を超えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が７．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。
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及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量車基準に定

める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超えな

いこと。

� 省略

６ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成３０年３月３１日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の６０を乗じ

て得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

� 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 省略

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量

車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。
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� 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

７ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成３０年３月３１日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の７５を乗じ

て得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

４ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の５第６項から第１１項まで又は前２項

の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成２９年３月３１日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の６０を乗じ

て得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車又は車両総重量が２．５トン以下のバス若しくはトラ

ックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規

則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ
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クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物

及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量車基準に定

める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超えな

いこと。

� 省略

８ 次に掲げる自動車

で初めて新規登録等を受け

るものの取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規

定又は第２項から前項までの規定の適用がある場合の自動車の取

得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が

平成３０年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及び第１項

の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がな

いものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に

１００分の８０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中

量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の

９を超えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が７．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

� 省略

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量

車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

５ ガソリン自動車（乗用車又は車両総重量が２．５トン以下のバス

若しくはトラックであつて、次のいずれにも該当するもので地方

税法施行規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受け

るものの取得（法附則第１２条の２の５第６項から第１１項まで又は

前３項 の規定の適用がある場合の自動車の取

得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が

平成２９年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及び第１項

の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がな

いものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に

１００分の８０を乗じて得た率とする。

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。
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酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

� 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

以上であること。

（自動車税の税率の特例）

第２３条 次の各号に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とす

る自動車で内燃機関を有しないものをいう。以下この条において

同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃

料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。

以下この条において同じ。）、メタノール自動車（専らメタノー

ルを内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものを

いう。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外

のものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として

用いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内

燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自

動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用

いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えているこ

とにより大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１４項に

規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定

めるものをいう。次項第３号において同じ。）並びにバス（一般

乗合用のものに限る。）及び被けん引自動車を除く。）に対する

当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第４３条第１

項及び第２項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成１８年３月３１日までに最初の道路運送車両法第７条第

１項に規定する新規登録（以下この条において「新車新規登

（自動車税の税率の特例）

第２３条 次の各号に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とす

る自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項第１号において

同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃

料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。

同項第２号において同じ。）、メタノール自動車（専らメタノー

ルを内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものを

いう。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外

のものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として

用いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内

燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自

動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用

いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えているこ

とにより大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１４項に

規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定

めるものをいう。次項第３号において同じ。）並びにバス（一般

乗合用のものに限る。）及び被けん引自動車を除く。）に対する

当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第４３条第１

項及び第２項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成１６年３月３１日までに最初の道路運送車両法第７条第

１項に規定する新規登録（以下この条において「新車新規登
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録」という。）を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起

算して１４年を経過した日の属する年度

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成２０年３月３１日までに新車新規登

録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して１２年を

経過した日の属する年度

省略

２ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成２９年度分の

自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� 省略

� 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第４１条の規定により

平成２１年１０月１日（同法第４０条第３号に規定する車両総重量が

３．５トンを超え１２トン以下のものにあつては、平成２２年１０月１

日）以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガ

スに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準

（以下この項及び第４項において「排出ガス保安基準」とい

う。）で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及び第４

項第２号において「平成２１年天然ガス車基準」という。）に適

合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成２１年天然ガス車基準に

定める窒素酸化物の値の１０分の９を超えないもので同省令で定

めるもの

� 充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力源

として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので

地方税法施行規則で定めるものをいう。第４項第３号において

同じ。）

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律第８０条第１号イに

規定するエネルギー消費効率（以下この条 において

「エネルギー消費効率」という。）が同法第７８条第１項の規定

により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の

基準となるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネ

ルギー消費効率（次項において「基準エネルギー消費効率」と

いう。）であつて平成３２年度以降の各年度において適用される

べきものとして定められたもの（第４項及び第５項において

「平成３２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の

１１０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出

量が道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定

める窒素酸化物の値で同省令で定めるもの（次項から第５項ま

でにおいて「平成１７年窒素酸化物排出許容限度」という。）の

４分の１を超えないもので同省令で定めるもの

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車（第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。第４項第５号において同じ。）

のうち、道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準

で地方税法施行規則で定めるもの（第４項第５号において「平

成２１年軽油軽中量車基準」という。）に適合するもの

省略

３ 省略

４ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月

録」という。）を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起

算して１４年を経過した日の属する年度

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成１８年３月３１日までに新車新規登

録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して１２年を

経過した日の属する年度

省略

２ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成２９年度分の

自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� 省略

� 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第４１条の規定により

平成２１年１０月１日（同法第４０条第３号に規定する車両総重量が

３．５トンを超え１２トン以下のものにあつては、平成２２年１０月１

日）以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガ

スに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準

（第４号及び第５号 において「排出ガス保安基準」とい

う。）で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号

において「平成２１年天然ガス車基準」という。）に適

合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成２１年天然ガス車基準に

定める窒素酸化物の値の１０分の９を超えないもので同省令で定

めるもの

� 充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力源

として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので

地方税法施行規則で定めるものをいう

。）

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律第８０条第１号イに

規定するエネルギー消費効率（以下この号及び次項において

「エネルギー消費効率」という。）が同法第７８条第１項の規定

により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の

基準となるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネ

ルギー消費効率（次項において「基準エネルギー消費効率」と

いう。）であつて平成３２年度以降の各年度において適用される

べきものとして定められたもの

に１００分の

１１０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出

量が道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定

める窒素酸化物の値で同省令で定めるもの（次項

において「平成１７年窒素酸化物排出許容限度」という。）の

４分の１を超えないもので同省令で定めるもの

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車（第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く 。）

のうち、道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準

で地方税法施行規則で定めるもの

に適合するもの

省略

３ 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号外１

１３



３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自

動車税に限り、当該自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成３１年度分の自

動車税に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� 電気自動車

� 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第４１条の規定により

平成３０年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた

排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるものに適合する

もの又は平成２１年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物

の排出量が平成２１年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の

１０分の９を超えないもので同省令で定めるもの

� 充電機能付電力併用自動車

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１３０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物

の排出量が道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１

日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に定める窒素酸化物の値で地方税法施行規則で定めるもの

（次項において「平成３０年窒素酸化物排出許容限度」とい

う。）の２分の１を超えないもので同省令で定めるもの又は窒

素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の

１を超えないもので同省令で定めるもの

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車のうち、道路運送

車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日以降に適用される

べきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規

則で定めるものに適合するもの又は平成２１年軽油軽中量車基準

に適合するもの

５ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１１０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の

排出量が平成３０年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えない

もので地方税法施行規則で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が

平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので同

省令で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）

に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自動車税に限り、当該

自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成３１年度分の自動車税に限り、第３

項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）附則第９条の２第２項及び第１６条の５第４項の規定は、平成２９年度以後

の年度分の個人の県民税について適用し、平成２８年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

３ 新条例附則第２２条の２の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自

動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

４ 新条例附則第２３条の規定は、平成２９年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成２８年度分までの自動車税については、なお従前

の例による。

平成２９年３月３１日 発行
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